
１． 社会保険の加入に関する下請
ガイドラインを制定すること
となった趣旨について

建設産業においては，健康保険，厚生年金保険

および雇用保険（以下「社会保険」という）につ

いて，法定福利費を適正に負担しない企業（すな

わち保険未加入企業）が存在し，技能労働者の医

療，年金など，いざというときの公的保障が確保

されず，若年入職者減少の一因となっているほ

か，関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担

する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した

状況が生じています。

この対策に際しては，「建設産業の再生と発展

のための方策２０１１」（平成２３年６月２３日建設産業

戦略会議取りまとめ）および中央建設業審議会・

社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題

小委員会中間とりまとめ（平成２４年１月２７日）に

示されているとおり，建設産業全体としての枠組

みを整備し，行政，元請企業および下請企業が一

体となって取り組んでいくことが必要です。

このため，建設産業行政としては，建設業許可

部局において，社会保険担当部局との連携を図り

つつ，建設業許可・更新時や立入検査等における

確認・指導，経営事項審査の厳格化，社会保険担

当部局への通報等を行うこととしたところです。

他方で，下請企業を中心に保険未加入企業が存

在している状況を改善していくためには，元請企

業において下請企業の保険加入を指導する役割を

担うことが求められております。これについては，

従来から「建設産業における生産システム合理化

指針」（平成３年２月５日建設省経構発第２号）

において，元請企業が下請企業に対して社会保険

の加入および保険料の納付について措置するよう

指導等を行うことを求めていますが，今般，下請

企業の保険加入状況を把握することを通じて，適

正な施工体制の確保に資するため，施工体制台帳

の記載事項および再下請負通知書の記載事項に健

康保険等の加入状況を追加すること等を内容とす

る建設業法施行規則の改正を行ったところです。

本ガイドラインは，建設業における社会保険の

加入について，元請企業および下請企業がそれぞ

れ負うべき役割と責任を明確にするものであり，

建設企業の取り組みの指針となるべきものとし

て，パブリックコメントを経て，平成２４年７月４

日に関係機関に通知し，同年１１月１日より施行さ

れる予定となっています。

なお，本ガイドラインは，社会保険未加入対策

の開始当初（平成２４年度から平成２５年度までのお

おむね２年間）における取り組みを中心に記載し

たものであり，今後，建設業における社会保険の

加入状況や本ガイドラインに基づく取り組み状況

等を踏まえて必要があると認めるときは，ガイド

ラインの見直しなど所要の措置を講ずるものとさ
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れています。

本ガイドラインは，大きく分けて，元請企業と

下請企業それぞれについて，その果たす役割と責

任について記載しており，以下，それぞれが取り

組むべき内容の概要について，ご説明します。

２． 元請企業の役割と責任

� 総 論

元請企業は，請け負った工事の全般について，

下請企業よりも広い責任や権限を持っています。

この責任・権限に基づき元請企業が発注者との間

で行う請負価格，工期の決定などは，下請企業の

経営の健全化にも大きな影響をもたらすものであ

ることから，下請企業の企業体質の改善につい

て，元請企業も相応の役割を分担することが求め

られています。

このような観点から，元請企業はその請け負っ

た建設工事における全ての下請企業に対して，適

正な契約の締結，適正な施工体制の確立，雇用・

労働条件の改善，福祉の充実等について指導・助

言その他の援助を行うことが期待されます。

とりわけ社会保険については，関係者を挙げて

未加入問題への対策を進め，社会保険加入を徹底

することにより，技能労働者の雇用環境や不良不

適格業者の排除に取り組むことが求められてお

り，元請企業においても下請企業に対する指導等

の取り組みを講じる必要があります。

本ガイドラインによる下請指導の対象となる下

請企業は，元請企業と直接の契約関係のある者に

限られず，元請企業が請け負った建設工事に従事

する全ての下請企業ですが，元請企業がその全て

に対して自ら直接指導を行うことが求められるも

のではなく，直接の契約関係にある下請企業に指

示し，または協力させ，元請企業はこれを統括す

るという方法も可能です。もっとも，直接の契約

関係にある下請企業に実施させたところ指導を怠

った場合や，直接の契約関係にある下請企業がそ

の規模等にかんがみて明らかに実施困難であると

認められる場合には，元請企業が直接指導を行う

ことが必要です。

� 協力会社組織を通じた指導等

元請企業の協力会社や災害防止協会等の協力会

社組織に所属する建設企業（協力会社）に対して

は，さまざまな機会を捉えて協力会社の社会保険

に対する意識を高めることが重要であり，具体的

には次の取り組みを行うべきとされています。

� 協力会社の社会保険加入状況の定期的な把握

� 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や

加入勧奨

� 未加入が発覚した協力会社への早期加入指導

また，社会保険未加入企業が二次や三次等の下

請企業に多く見られる現状に鑑み，協力会社から

再下請企業に対してもこれらの取り組みを行うよ

う指導することが望ましいとされています。

� 下請企業選定時の確認・指導等

元請企業は，下請企業の選定に当たっては，法

令上の義務があるにもかかわらず適切に社会保険

に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を

遵守しない不良不適格業者であるということを踏

まえ（公共工事の入札および契約の適正化を図る

ための措置に関する指針参照），下請契約に先立

って，選定の候補となる建設企業について社会保

険の加入状況を確認し，適用除外でないにもかか

わらず未加入である場合には，早期に加入手続き

を進めるよう指導を行うべきとされています。

また，遅くとも平成２９年度以降においては，健

康保険，厚生年金保険，雇用保険の全部または一

部について，適用除外でないにもかかわらず未加

入である建設企業は，下請企業として選定しない

との取り扱いとすべきとされています。

� 再下請負通知書を活用した確認・指導等

施工体制台帳の作成および備付けが義務付けら

れる建設工事において，再下請負がなされる場合

には，下請負人から特定建設業者に対して再下請

負通知書が提出されますが，このたび，建設業法
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施行規則が改正され，再下請負通知書の記載事項

に健康保険，厚生年金保険および雇用保険の加入

状況に関する事項が追加されたことから，特定建

設業者においては，再下請負通知書を活用して下

請負人の社会保険の加入状況を確認することが可

能となりました。

このため，特定建設業者たる元請企業は，再下

請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により

下請企業が社会保険に加入していることを確認

し，確認の結果，適用除外でないにもかかわらず

未加入である下請企業があり，�の指導が行われ

ていない場合には，�と同様の指導を行うべきと

されています。

� 作業員名簿を活用した確認・指導等

施工体制台帳および再下請負通知書に関する規

則の規定の改正にあわせて，各団体等が作成して

いる作業員名簿の様式においても，各作業員の加

入している社会保険の名称および被保険者番号等

の記載欄が追加されました。

この作業員名簿を活用することで，建設工事の

施工現場で就労する建設労働者について，健康保

険，厚生年金保険および雇用保険の加入状況を把

握することが可能となりました。これを受け，元

請企業は，新規入場者の受け入れに際して，建設

業に従事する各作業員について作業員名簿の社会

保険欄を確認し，確認の結果，

・全部または一部の保険について空欄となってい

る作業員

・法人に所属する作業員で，健康保険欄に「国民

健康保険」と記載され，または（および）年金

保険欄に「国民年金」と記載されている者

・個人事業所で５人以上の作業員が記載された作

業員名簿において，健康保険欄に「国民健康保

険」と記載され，または（および）年金保険欄

に「国民年金」と記載されている作業員

がある場合には，作業員名簿を作成した下請企業

に対し，作業員を適切な保険に加入させるよう指

導することとされています。

なお，元請企業が，各作業員の保険加入状況が

記録された情報システムを利用するなど，作業員

名簿の確認以外の方法により各作業員の保険加入

状況を把握できる場合には，当該方法による確認

も可能です。

各作業員の保険加入状況の確認を行う際には，

必要に応じ，下請企業に社会保険の標準報酬決定

通知書等関係資料のコピー（保険加入状況の確認

に必要な事項を黒塗りしたものでも構わない）を

提示させるなど，記載事項の真正性の確保に向け

た措置を講ずることが望ましいとされています。

なお，作業員名簿に記載する被保険者番号等は

個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報

に該当することから，同法および「国土交通省所

管分野における個人情報保護に関するガイドライ

ン」に留意し，適切に取り扱うことが必要です。

遅くとも平成２９年度以降は，適切な保険への加

入を確認できない作業員について，元請企業は特

段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り

扱いとすべきであるとされています。

� 施工体制台帳の作成を要しない工事におけ

る取り扱い

下請契約の総額が建設業法施行令で定める金額

を下回ることにより施工体制台帳の作成等が義務

付けられていない場合であっても，建設工事の適

正な施工を確保する観点から，元請企業は施工体

制台帳の作成等が勧奨されており，建設工事の施

工に関わる下請企業の社会保険の加入状況および

各作業員の保険加入状況についても，元請企業は

適宜の方法によって把握し，未加入である場合に

は指導を行うことが望ましいとされています。

� 建設工事の施工現場等における周知啓発

元請企業は，下請企業や建設労働者に対し，社

会保険の加入に関する周知啓発を図るため，次の

ような取り組みを行うこととされています。

� 建設工事の施工現場において社会保険の加入

に関するポスターの掲示，パンフレット等の資

料および情報の提供，講習会の開催等の周知啓

発を行うこと。
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図―１ 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
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� 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や

加入勧奨を行うこと。

� 法定福利費の適正な確保

社会保険の保険料は，建設業者が義務的に負担

しなければならない法定福利費であり，建設業法

第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原

価」に含まれます。

このため，元請負人および下請負人は見積もり

時から法定福利費を必要経費として適正に確保す

る必要があります。

下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示さ

れているにもかかわらず，元請負人がこれを尊重

せず，法定福利費相当額を一方的に削減したり，

法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請

負契約を締結し，その結果「通常必要と認められ

る原価」に満たない金額となる場合には，当該元

請下請間の取引依存度等によっては，建設業法第

１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反する

おそれがあることに留意する必要があります。

なお，建設工事の質を確保し，将来の建設産業

の担い手を確保する上で，社会保険等未加入対策

の推進は重要な取り組みであり，こうした取り組

みを実行あるものとするためには，発注者の理解

と協力が不可欠なことから，国土交通省より各主

要民間発注者に対し，

� 公正な競争が成り立つよう必要以上の低価格

による発注をできる限り避けて，必要な経費を

適切に見込んだ価格による発注を行い，

� 発注する工事についての建設作業を担う技能

労働者等に係る法定福利費が着実に確保される

よう，見積もり・入札・契約の際に配慮いただ

くよう依頼しているところです。

また，社会保険の未加入対策を進めるに当たっ

ては，社会保険の原資となる法定福利費が，発注

者から元請企業，下請企業へ，さらに個々の技能

労働者まで適正に支払われるようにすることが重

要なことから，国土交通省から各元請団体に対

し，�適正な法定福利費の負担，�適正な法定福

利費を含んだ見積・契約の実施，�法定福利費が

内訳明示された標準見積書の尊重，について要請

しているところです。

３． 下請企業の役割と責任

社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会

保険への加入義務を負うのは本来的には雇用主で

あるため，社会保険加入を徹底するためには，建

設労働者の雇用主，特に下請企業自らが積極的に

その責任を果たすことが必要不可欠です。

具体的には，下請企業は，次の責任を果たすべ

きとされています。

� 下請企業はその雇用する労働者の社会保険加

入手続きを適切に行い，建設労働者について，

労働者である社員と請負関係にある者を明確に

区分した上で，労働者である社員についての保

険加入手続きを適切に行うことが必要。

労働者であるかどうかは，

・仕事の依頼，業務に従事すべき旨の指示等に

対する諾否の自由の有無

・業務遂行上の指揮監督の有無

・勤務時間の拘束性の有無

・本人の代替性の有無

・報酬の労務対償性

をはじめ関連する諸要素を勘案して総合的に判

断されるべきものであるが，保険未加入対策の

推進を契機に従来の慣行が適正なものかどうか

見直しを行うことが望ましい。

� 元請企業が行う指導に協力すること。この協

力は，元請企業が行う指導の相手方として指導

に沿った対応をとるにとどまらず，元請企業の

指導が建設工事の施工に携わる全ての下請企業

に行き渡るよう，元請企業による指導の足りな

いところを指摘，補完し，もしくはこれを分担

するとともに，再下請企業の対応状況について

元請企業に情報提供することなども含まれる。
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